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豊島区住宅確保要配慮者専用住宅供給促進事業実施要綱 

 

令和７年１０月１日 

都市整備部長決定 

改正 令和８年１月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、民間賃貸住宅市場において事故やトラブルに対する不安等により、入居を

拒まれることがある高齢者や障害者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の居住の安定確保のため、

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１２号。以

下「住宅セーフティネット法」という。）第９条第１項第７号に規定する住宅確保要配慮者専用賃

貸住宅（以下「専用住宅」という。）の貸主等への支援を行うことで、専用住宅の供給を促進する

ために行う住宅確保要配慮者専用住宅供給促進事業（以下「事業」という。）について、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。 

（１）区内の専用住宅の賃貸人であること 

（２）暴力団関係者でないこと 

 

（入居資格の確認） 

第３条 賃貸人は、区内の専用住宅に住宅確保要配慮者の入居を決定しようとするときは、入居

者資格確認届（様式第１号）により入居資格を確認するものとし、入居者を決定したときは区

長に提出しなければならない。ただし、当該住宅が豊島区住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）による家賃低廉化補助の交付を受けようとする住

宅である場合は、入居者資格確認届の提出を省略することができる。 

 

（専用住宅協力金の交付額） 

第４条 区は予算の範囲内において、区内の専用住宅に入居する者が住宅セーフティネット法、

国土交通省令で定める住宅確保要配慮者に該当する場合で、次の各号に掲げる要件のいずれか

に該当する場合に、当該住宅の賃貸人に対し、専用住宅協力金（以下「協力金」という。）とし

て当該各号に定める額（次の各号に掲げる要件の複数に該当する場合は、該当する各号に定め

る額の合計額）を交付する。 

（１）成約謝礼 区内の専用住宅に入居が決定した場合 １契約につき５万円 

（２）空室期間補償 区内の専用住宅の公募開始日から入居者の決定日まで（以下「空室期間」

という。）に１月以上を要した場合は、月額家賃相当額１０万円までの額に空室期間２月まで

の期間を乗じた額とし、空室期間が１月を超え２月に満たない場合は、１月を超えた期間の

家賃相当額については、その日数を３０日で除し、月額家賃相当額１０万円までの額を乗じ

て得た額とする。この場合において、計算した額に千円未満の端数があるときは、その端数
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を切り捨てる。 

（３）見守り機器設置 区内の専用住宅の入居者の安否確認のために、見守り機器を新たに設置

した場合 当該機器の設置費用相当額１万円まで（消費税を除く） 

 

（協力金の交付申請） 

第５条 協力金の交付を受けようとする賃貸人（以下「申請者」という。）は、専用住宅協力金交

付申請書（様式第２号）に前条各号に該当する事実を確認することができる書類を添えて、区

長に提出するものとする。 

 ２ 前条第１号から第４号に該当する協力金は、入居者の決定の都度申請することができる。

ただし、同一の専用住宅に係る協力金については、専用住宅としての管理開始から１０年間

に限り申請できるものとし、交付要綱による家賃低廉化補助の交付を受けている住宅につい

ては、交付要綱第４条第１項に規定する補助期間内に限り申請できるものとする。 

 

（交付の決定及び通知） 

第６条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、交

付の可否を決定したときは、交付（不交付）決定通知書（様式第３号）を申請者に通知するも

のとする。 

 ２ 区長は、交付の決定をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。 

 

（協力金の請求及び交付） 

第７条 申請者は、前条の規定による交付決定通知書を受領したときは、請求書（様式第４号）

を区長に提出するものとする。 

 ２ 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る内容を審査し、適当と認

めるときは、速やかに申請者に交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第８条 区長は、協力金の交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当した場合は、協力金の

交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。 

（１）偽りその他不正の手段により協力金の交付決定を受けたとき 

（２）協力金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件または関係法令に違反したとき 

（３）前各号に掲げるもののほか、区長が協力金の交付を不適当と認める事由が生じたとき 

２ 区長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、決定取消通知書（様式第５号）に

より申請者に通知しなければならない。 

 

（協力金の返還） 

第９条 区長は、前条の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に申請者に

協力金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

 

（違約加算金及び延滞金） 
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第１０条 区長は、前条の規定により協力金の返還を命じたときは、申請者にその命令に係る協

力金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協力金の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間については既納付額を控除した額）につき年１０．９５％の割合で計

算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなければならない。 

 ２ 区長は、協力金の返還を命じた場合において、申請者がこれを納期日までに納付しなかっ

たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９

５％の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を加算して納付させなければな

らない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの

割合とする。 

 

（退去届） 

第１１条 賃貸人は、入居者が退去したとき、賃貸借契約が終了したとき又は入居者が死亡した

ときは、退去した日又はその事実を知った日から３０日以内に、退去届（様式第６号）を区

長に提出しなければならない。ただし、当該住宅が交付要綱による家賃低廉化補助の交付決

定を受けている住宅である場合は、この要綱における退去届の提出を省略することができる。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に規定するものとする。 

 

 

附則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和８年１月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


